
  

 

 

 

 

 

本セミナーでは、パートや非正規含む労働者を雇用している事業所さまの 

 

 

 

 

といったお悩みを解決します。 

「働き方改革」のキーワード 

長時間労働の是正（年次有給休暇の5日以上の取得、時間外労働の上限規制、36協定、勤務間インターバルなど） 

同一労働同一賃金（正規・非正規社員の間の不合理な待遇差の解消、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保） 

取り組まれていますか？ 整理できていますか？  お待ちしています！ 

開催日時 令和元年 9月 4日（水）

＜昼の部 14：00～16：00（受付13：30～）＞ 

＜夜の部 18：00～20：00（受付17：30～）＞ 

場 所 志免町総合福祉施設シーメイト ２F研修室 

(住所：志免町大字志免451番地1) 

定 員  昼・夜の部とも各50名（申込順）

講 師  働き方改革推進支援センター 

☆個別相談会 16時～17時又は２０時～２１時［各時間帯とも事前申込２社（３０分以内/社）］ 

 

申込先：志免町商工会 FAX 092-935-1349 問い合せ先：TEL092-935-1337 

＜参加申込書＞      切り取らずにA4サイズのまま送信して下さい      令 和 元 年    月    日 

事業所

名 称 

フリガナ 
代表者 

氏 名 

フリガナ 
  

事業所 

所在地 

〒    ―     

 

 

TEL  

FAX  

業 種  従業員数     名 

（うち正社員数    名） 

会員 

区分 

イ、      商工会会員 

ロ、非会員 

受講者①

氏名 

フリガナ 

受講者②

氏名 

フリガナ 

 

 

 

 

 

 

 

 参加希望のセミナーを〇で囲んでください   ・昼の部 （14時～16時）  ・夜の部 （18時～20時） 

個別相談を希望する方は“希望する”を〇で囲んでください ⇒ ⇒  希望する  

注）ご記入いただいた情報は、セミナー及び当事業に関する連絡、記録のみに使用いたします。 

主催： 志免町商工会  共催： 福岡働き方改革推進支援センター 

平成31年度厚生労働省福岡労働局委託 働き方改革推進支援事業 

 

働き方改革推進支援セミナー 

セミナー内容（昼・夜の部とも同じです） 

第1部 長時間労働の是正（50分） 

第2部 同一労働同一賃金（30分） 

第3部 雇用関係助成金 （30分） 

「働き方改革」って何？ 

どんなことから、いつから始めたらいいの？ 

守らないとどんな罰則があるの？ 

何か関連した助成金はあるの？ 

 



 

セミナースケジュール  ※昼の部・夜の部ともセミナーは同一内容です。 

昼の部 夜の部 内  容 

13：30 

 ～ 

14：00 

 〜 

14：50 

（休憩） 

15：00 

 ～ 

15：30 

 ～ 

16：00 

17：30 

 ～ 

18：00 

 ～ 

18：50 

（休憩） 

19：00 

 ～ 

19：30 

 ～ 

20：00 

開場 

 

第1部 長時間労働の是正 （50分） 

 

 

 

第2部 同一労働同一賃金 （30分） 

 

第3部 雇用関係助成金  （30分） 

16：00 

 ～ 

17：00 

20：00 

 ～ 

20：55 

個別相談会  

16時～17時：前半・後半 各1企業 計2企業 

20時～21時：前半・後半 各1企業 計2企業 

 

 

 

 

〇講師 プロフィール 

世利浩一（特定社会保険労務士） 

・某ＩＴ系会社勤務：約2４年間、小規模ＩＴ系会社設立対応：2年間 

・社会保険労務士開業：平成26年～（ダブルワーク期間を経て平成30年より完全独立） 

・福岡働き方改革推進支援センター：平成30年10月よりアドバイザーとして従事 

現在、医療労務アドバイザー、介護労務アドバイザー、あっせん委員として活動中 
 

（実績） 

就業規則等整備、人事評価制度の整備支援、処遇改善加算対応（障がい福祉、介護事業）、

一般派遣許可代行申請・労務管理支援、給与計算・労働時間集計、社会保険・労働保険

手続き代行、他 
 

（趣味）旅行、ジョギング、日本舞踊、福岡の某プロ野球球団の応援！ 


